
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表  

改 正 案  現 行  
目 次 （ 現 行 の と お り ）  

第 一 条 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  

（ 口 座 管 理 者 の 登 録 等 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 五 （ 現 行 の と お り ）  

一 か ら 六 ま で （ 現 行 の と お り ）  

七 条 例 第 五 条 の 二 十 三 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請  

八 （ 現 行 の と お り ）  

九 （ 現 行 の と お り ）  

十 （ 現 行 の と お り ）  

十 一 第 五 条 の 四 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請  

２ か ら ５ ま で （ 現 行 の と お り ）  

（ 一 般 管 理 口 座 の 更 新 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 五 の 二 条 例 第 五 条 の 二 十 一 の 二 第 一 項 に 規 定 す る

規 則 で 定 め る 期 間 は 、 平 成 二 十 三 年 度 か ら 始 ま る 五 箇 年 度 ご と の 各 期

間 と す る 。  

２  条 例 第 五 条 の 二 十 一 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

者 は 、 口 座 管 理 者 と す る 。  

３ 条 例 第 五 条 の 二 十 一 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次

の と お り と す る 。  

一 当 該 一 般 管 理 口 座 の 口 座 番 号  

二  振 替 可 能 削 減 量 の 管 理 を 行 う 部 署 等 の 名 称 及 び 電 話 番 号 そ の 他

の 連 絡 先  

目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 四 ま で （ 略 ）  

（ 口 座 管 理 者 の 登 録 等 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 五 （ 略 ）  

一 か ら 六 ま で （ 略 ）  

 

七 （ 略 ）  

八 （ 略 ）  

九 （ 略 ）  

十 第 五 条 の 四 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請  

２ か ら ５ ま で （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 条 例 第 五 条 の 二 十 一 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 別 記 第 一 号 様

式 の 十 八 の 六 の 二 に よ る 一 般 管 理 口 座 更 新 申 請 書 に よ り 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

（ 管 理 口 座 の 廃 止 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 六 （ 現 行 の と お り ）  

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ）  

４ 知 事 は 、 条 例 第 五 条 の 二 十 一 の 二 第 一 項 又 は こ の 条 第 一 項 若 し く は

前 項 各 号 の 規 定 に よ り 管 理 口 座 を 廃 止 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 別 記 第

一 号 様 式 の 十 八 の 八 に よ る 管 理 口 座 廃 止 通 知 書 に よ り 、 当 該 管 理 口 座

の 口 座 名 義 人 に 通 知 す る も の と す る 。  

第 四 条 の 二 十 一 の 七 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 十 六 ま で （ 現 行 の と お り ） 

（ 添 付 書 類 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 七 （ 現 行 の と お り ）  

 一 か ら 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  

五 第 四 条 の 二 十 一 の 五 の 二 第 四 項 の 一 般 管 理 口 座 更 新 申 請 書  

六 か ら 十 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  

十 五 第 四 条 の 二 十 一 の 二 十 第 二 項 の 削 減 量 口 座 簿 記 録 事 項 証 明 書

交 付 申 請 書  

十 六 第 五 条 の 四 の 三 第 一 項 の 充 当 記 録 等 申 請 書  

２ （ 現 行 の と お り ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 八 及 び 第 四 条 の 二 十 一 の 十 九 （ 現 行 の と お り ）  

（ 管 理 口 座 に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 証 明 の 申 請 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 二 十  条 例 第 五 条 の 二 十 三 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 規

則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

 

 

 

（ 管 理 口 座 の 廃 止 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 六 （ 略 ）  

２ 及 び ３ （ 略 ）  

４ 知 事 は 、 第 一 項 又 は 前 項 各 号 の 規 定 に よ り 管 理 口 座 を 廃 止 し た と き

は 、 遅 滞 な く 、 別 記 第 一 号 様 式 の 十 八 の 八 に よ る 管 理 口 座 廃 止 通 知 書

に よ り 、 当 該 管 理 口 座 の 口 座 名 義 人 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

第 四 条 の 二 十 一 の 七 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 十 六 ま で （ 略 ）  

（ 添 付 書 類 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 七 （ 略 ）  

一 か ら 四 ま で （ 略 ）  

 

五 か ら 十 三 ま で （ 略 ）  

 

 

十 四 第 五 条 の 四 の 二 第 一 項 の 充 当 記 録 等 申 請 書  

２ （ 略 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 十 八 及 び 第 四 条 の 二 十 一 の 十 九 （ 略 ）  

 

 

 



一 保 有 し て い る 振 替 可 能 削 減 量 等 の 種 類 並 び に 数 量 及 び 識 別 番 号  

二 条 例 第 五 条 の 十 一 第 一 項 の 義 務 の 履 行 の 状 況 （ 指 定 管 理 口 座 の 場

合 に 限 る 。 ）  
三 振 替 可 能 削 減 量 等 の 発 行 、 取 得 、 移 転 、 義 務 充 当 又 は 充 当 記 録 に

つ い て 、 次 の 事 項  

ア 当 該 振 替 可 能 削 減 量 等 の 種 類 並 び に 数 量 及 び 識 別 番 号  

イ 当 該 発 行 、 取 得 、 移 転 、 義 務 充 当 又 は 充 当 記 録 が さ れ た 日  

２ 条 例 第 五 条 の 二 十 三 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 別 記 第 一 号 様

式 の 十 八 の 十 八 に よ る 削 減 量 口 座 簿 記 録 事 項 証 明 書 交 付 申 請 書 に よ

り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３ 条 例 第 五 条 の 二 十 三 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 交 付 は 、 別 記 第

一 号 様 式 の 十 八 の 十 九 に よ る 削 減 量 口 座 簿 記 録 事 項 証 明 書 に よ り 行

う も の と す る 。  

（ 削 減 量 口 座 簿 に 係 る 手 数 料 ）  

第 四 条 の 二 十 一 の 二 十 一 条 例 第 五 条 の 二 十 三 の 三 第 一 項 第 一 号 に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 者 は 、 口 座 管 理 者 と す る 。  

２ 条 例 第 五 条 の 二 十 三 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 一 項 各 号 に 規

定 す る 手 数 料 を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る 場 合 の 基 準 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 国 又 は 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 一 条 の 三 に

規 定 す る 地 方 公 共 団 体 か ら 申 請 が あ る 場 合 免 除  

二 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） の 規 定 に よ り 保 護

を 受 け る 者 か ら 申 請 が あ る 場 合 免 除  

三 市 町 村 民 税 （ 特 別 区 民 税 を 含 む 。 次 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） 又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は 所 得 税 が 課 さ れ て い な い 者 か ら 申 請 が あ る 場 合 免 除  

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 特 に そ の 必 要 が あ る と 認 め る

場 合 減 額 又 は 免 除 

３ 前 項 の 規 定 に よ り 、 手 数 料 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 者 は 、

別 記 第 一 号 様 式 の 十 八 の 二 十 に よ る 手 数 料 減 免 申 請 書 に 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 書 面 を 添 え て 知 事 に 提 出 し 、 そ

の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

一  前 項 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 同 号 に 規 定 す る 保 護 を 受 け て い る

こ と を 証 明 す る 書 面  

二  前 項 第 三 号 に 該 当 す る 場 合 市 町 村 民 税 又 は 所 得 税 に 係 る 納 税

証 明 書 そ の 他 同 号 に 該 当 す る 事 実 を 証 明 す る 書 面  

三 前 項 第 四 号 に 該 当 す る 場 合 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 面  

第 四 条 の 二 十 二 か ら 第 五 条 の 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  

（ 措 置 命 令 が あ っ た 日 の 属 す る 削 減 義 務 期 間 ）  

第 五 条 の 四 の 二  条 例 第 八 条 の 五 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め

る 場 合 及 び 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 条 例 第 五 条 の 十 八 の 規 定 に よ り 削 減

義 務 期 間 が 変 更 さ れ た 場 合 及 び 命 令 が あ っ た 日 以 前 の 直 近 の 削 減 義

務 期 間 と す る 。  

（ 充 当 記 録 ）  

第 五 条 の 四 の 三 （ 現 行 の と お り ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  

第 五 条 の 五 か ら 第 十 五 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  

（ 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 の 提 出 等 ）  

第 十 六 条 （ 現 行 の と お り ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 四 条 の 二 十 二 か ら 第 五 条 の 四 ま で （ 略 ）  

 

 

 

 

 

（ 充 当 記 録 ）  

第 五 条 の 四 の 二 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
第 五 条 の 五 か ら 第 十 五 条 ま で （ 略 ）  

（ 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 の 提 出 等 ）  

第 十 六 条 （ 略 ）  



２ 条 例 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 は 、 平 成 二

十 三 年 度 か ら 始 ま る 五 箇 年 度 ご と の 各 期 間 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 自

動 車 環 境 管 理 期 間 」 と い う 。 ） を 計 画 期 間 と し て 作 成 す る も の と す る 。 

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該

各 号 に 定 め る 期 間 を 計 画 期 間 と し て 作 成 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 こ れ に 引 き 続 く 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 の 計 画 期 間 は 、 前 項 と

同 様 と す る 。  

一  条 例 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 事 業 者 に 該 当 す る こ と と

な っ た 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 事 業 者 該 当 日 」 と い う 。 ） が

自 動 車 環 境 管 理 期 間 の 開 始 年 度 の 翌 年 度 の 四 月 一 日 か ら 終 了 年 度

の 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 で あ る 場 合  当 該 特 定 事 業 者 該 当 日 の

属 す る 年 度 か ら 当 該 年 度 の 属 す る 自 動 車 環 境 管 理 期 間 の 終 了 年 度

ま で の 期 間  

二  特 定 事 業 者 該 当 日 が 自 動 車 環 境 管 理 期 間 の 終 了 年 度 の 一 月 一 日

か ら 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 で あ る 場 合  当 該 特 定 事 業 者 該 当 日 が

属 す る 自 動 車 環 境 管 理 期 間 の 次 の 自 動 車 環 境 管 理 期 間  

４  条 例 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 の 提 出

は 、 特 定 事 業 者 該 当 日 又 は 計 画 期 間 が 満 了 し た 日 か ら 三 月 以 内 に 、

別 記 第 六 号 様 式 に よ る 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 提 出 書 に 、 条 例 第 二 十

八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 針 （ 以 下 「 自 動 車 環 境 管 理 指 針 」 と い う 。 ）

に 基 づ き 作 成 す る 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

 

 

２ 条 例 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 は 、 同 項 に

規 定 す る 特 定 事 業 者 に 該 当 す る こ と と な っ た 日 の 属 す る 年 度 か ら 五

年 ご と に 当 該 期 間 を 計 画 期 間 と し て 作 成 す る も の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  条 例 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 の 提 出

は 、 同 項 に 規 定 す る 特 定 事 業 者 に 該 当 す る こ と と な っ た 日 か ら 六 十 日

以 内 （ 特 定 事 業 者 に 該 当 す る こ と と な っ た と き に 提 出 し た 自 動 車 環 境

管 理 計 画 書 に 引 き 続 く 自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 の 提 出 に あ っ て は 、 計 画

期 間 の 初 年 度 の 五 月 末 日 ま で ） に 、 別 記 第 六 号 様 式 に よ る 自 動 車 環 境

管 理 計 画 書 提 出 書 に 、 条 例 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 針 （ 以 下 「 自

動 車 環 境 管 理 指 針 」 と い う 。 ） に 基 づ き 作 成 す る 自 動 車 環 境 管 理 計 画

書 を 添 付 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  



５ （ 現 行 の と お り ）  

第 十 六 条 の 二 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  
別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 現 行 の と お り ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （ 略 ）  

第 十 六 条 の 二 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 








